
主文 

 

 １  被告グラフグループパブリッシングは，原告に対し，４８０万９９０１円及びこれに対す

る平成２３年１０月１日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。 

 ２  原告の被告ルックナゥに対する請求をいずれも棄却する。 

 ３  訴訟費用は，これを２分し，その１を原告の負担とし，その余を被告グラフグループパブ

リッシングの負担とする。 

 ４  この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。 

 
  

 
  

事実及び理由 

 

第１  請求 

 １  主位的請求 

    (1)  主文第１項と同旨 

    (2)  被告グラフグループパブリッシングと被告ルックナゥとの間の，被告グラフグループ

パブリッシング及び株式会社グラフ社が行う事業についての，平成２４年３月１９日付事業譲渡

契約を取消す。 

    (3)  被告ルックナゥは，原告に対し，４８０万９９０１円及びこれに対する前項の判決確

定の日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ２  予備的請求 

  被告らは，原告に対し，連帯して，４８０万９９０１円及びこれに対する平成２３年１０月１

日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。 

第２  事案の概要 

  本件は，被告グラフグループパブリッシングから出版物の印刷業務を請け負った原告が，同被

告に対し，上記請負契約に基づき，請負代金の支払を求めるとともに，同被告から被告ルックナ

ゥに対し行われた平成２４年３月１９日付事業譲渡（以下「本件事業譲渡」という。）によって

詐害されたとして，被告ルックナゥに対し，詐害行為取消権に基づき，本件事業譲渡の取消及び

財産の回復に代わる価格賠償の支払を求め，予備的に，被告ルックナゥは被告グラフグループパ

ブリッシングによって債務を免脱する目的で法人格を濫用して設立された会社であるとして被告

ルックナゥの法人格を否認した上で，上記請負契約に基づき，被告らに対し，連帯して上記請負

代金を支払うよう求めた事案である。 

 １  前提事実（証拠等を掲記しない事実は，争いのない事実である。） 

    (1)  株式会社グラフ社（以下「グラフ社」という。）は，書籍，雑誌等の出版及び販売等

を目的とする株式会社である（甲１１，弁論の全趣旨）。 

  被告グラフグループパブリッシングは，経営が行き詰まったグラフ社の事業を実質的に存続さ

せるために平成２２年１１月１２日に設立された，書籍，雑誌等の出版及び販売等を業とする株

式会社であり，平成２３年２月２８日にグラフ社の事業を譲り受けた（甲１２，２６，被告グラ

フグループパブリッシング代表者，弁論の全趣旨）。 

  中央精版印刷株式会社（以下「中央精版」という。）は，印刷業及び製本業を営む株式会社で

あり，Ｃ（以下「Ｃ」という。）は同社取締役である（甲１４，弁論の全趣旨）。 

  被告ルックナゥは，出版業を目的として平成２４年１月１３日にＣによって設立された株式会

社である（甲１３，弁論の全趣旨）。 

    (2)  平成２３年６月５日，グラフ社の手形が不渡りになった（乙１の１，被告グラフグル

ープパブリッシング代表者）。 

    (3)  原告は，被告グラフグループパブリッシングとの間で，平成２３年７月２５日，新刊

書籍「○○○」５０００部の印刷を代金１２０万９４４３円で請け負い，その印刷を完成させ，同

年８月４日及び同年９月２７日に印刷物を同被告の指定する納品先に引き渡し，同被告は同月末

日までに上記代金を支払うことを約した（甲１，２の１・２，３の１・２，６，７，２５，被告



グラフグループパブリッシング代表者）。 

    (4)  原告は，被告グラフグループパブリッシングとの間で，平成２３年８月１６日，新刊

書籍「△△△」１万３０００部の印刷を代金３６０万０４５８円で請け負い，その印刷を完成させ，

同月２５日，印刷物を同被告の指定する納品先に引き渡し，同被告は同年９月末日までに上記代

金を支払うことを約した（甲４，５の１ないし１０，６，７，２５，被告グラフグループパブリ

ッシング代表者）。 

    (5)  被告グラフグループパブリッシング及びグラフ社は，被告ルックナゥに対し，平成２

４年３月１９日，被告グラフグループパブリッシング及びグラフ社の下記事業資産を内容とする

事業を同月３０日をもって代金４０００万円（以下「本件譲渡代金」という。）で譲渡する旨の，

被告グラフグループパブリッシング・被告ルックナゥ間の本件事業譲渡を含む上記３社間の事業

譲渡契約（以下「本件事業譲渡契約」という。）を締結し，被告ルックナゥが被告グラフグルー

プパブリッシング及びグラフ社の事業を承継した（甲９，被告グラフグループパブリッシング代

表者，弁論の全趣旨）。 

    記 

    ア 被告グラフグループパブリッシング及びグラフ社の出版物を取り次ぎ販売する日本出

版販売株式会社，株式会社トーハン，株式会社大阪屋，株式会社太洋社，栗田出版販売株式会社，

株式会社中央社及び協和出版販売株式会社（以下「取次各社」という。）において同被告及びグ

ラフ社が有する出版取次コード（出版取次口座，出版社記号と同義。以下「本件出版取次口座」

という。） 

    イ 著作権（出版版権権利） 

    ウ 書籍・雑誌等の流通在庫 

    エ 暖簾 

    (6)  その頃，被告グラフグループパブリッシング及びグラフ社の代表取締役Ｂ（以下「Ｂ」

という。）は，弁護士Ｄ（以下「Ｄ弁護士」という。）に対し，両社の債務整理を委任した（乙

４，被告グラフグループパブリッシング代表者，弁論の全趣旨）。 

    (7)  被告ルックナゥは，平成２４年４月６日，Ｄ弁護士の指定した「株式会社グラフ社整

理事務所弁護士Ｄ」名義の銀行口座に本件譲渡代金４０００万円を振り込んだ（甲１７の１，乙

２の１ないし３）。 

    (8)  原告に対しては，本件譲渡代金からの弁済はなされなかった（被告グラフグループパ

ブリッシング代表者，弁論の全趣旨）。 

 ２  争点 

    (1)  本件事業譲渡の詐害行為性 

  （原告の主張） 

  被告グラフグループパブリッシング及びグラフ社は，原告その他の債権者に対する支払をしな

いまま被告グラフグループパブリッシング及びグラフ社の唯一の資産である事業全部を被告ルッ

クナゥに譲渡しており，これは，経営破綻に陥った被告グラフグループパブリッシングが債権者

からの追及を免れるために行った詐害行為である。 

  一般に営業権（商圏，商権，暖簾）には資産性があり相応の価値があること，被告グラフグル

ープパブリッシングは取次会社に対して少なくとも１億２０００万円から１億３０００万円の売

掛債権を有していたこと，被告ルックナゥも被告グラフグループパブリッシングが上記売掛債権

を有していることを知悉していたことからすれば，本件事業譲渡の対象たる被告グラフグループ

パブリッシングの事業の価値は４０００万円を下らない。 

  被告グラフグループパブリッシング又はグラフ社が本件事業譲渡後にいくらの金員を有してい

たか，有していたとしてもそれが何に使われたのかは全く不明であり，両社の債務整理が誠実に

なされたとの事実を裏付ける証拠もない。このような事実，経緯からすれば，むしろ本件譲渡代

金は債務整理ではなく，全く別の目的に費消された可能性が極めて高い。 

  （被告ルックナゥの主張） 

  本件事業譲渡の対象たる事業には，原告の債権の引き当てとならないグラフ社の固有の事業が

含まれている。 

  被告グラフグループパブリッシングには，著作権に該当する具体的財産は実際には存在してお

らず，権利関係の無用の混乱を避けるために，念のために本件事業譲渡の契約書に記載されたに



過ぎない。 

  また，流通在庫とは，出版社から取次会社を介して書店に販売された書籍のうち，売れないま

ま店頭に残っている書籍のことであり，一定期間売れないでいると返品されることになる。 

  被告グラフグループパブリッシングの暖簾（人材，ブランド，ノウハウ，商圏などの営業権）

についても，出版取次口座以外には特段の財産的価値を見出すことはできない。 

  本件事業譲渡の実態は，被告グラフグループパブリッシングないしグラフ社の出版取次口座の

譲渡であったところ，その評価額は２００万円に過ぎないにもかかわらず，被告ルックナゥは，

本件譲渡代金が被告グラフグループパブリッシングないしグラフ社の債権者に対する弁済原資に

なることに鑑み，敢えて上記評価額を大幅に上回る４０００万円をもって本件譲渡代金とするこ

とに合意した。 

  そして，被告ルックナゥは，平成２４年４月６日，本件譲渡代金を，被告グラフグループパブ

リッシングの代表権を有するＢから同社の代理人として選任されたＤ弁護士によって指定された

口座宛てに送金して支払った。 

  したがって，本件事業譲渡が債権者を害した事情は一切あり得ない。 

    (2)  被告ルックナゥの詐害意思 

  （被告ルックナゥの主張） 

  被告ルックナゥは，本件事業譲渡の前後を通じて，被告グラフグループパブリッシングの負債

額等を一切知らず，同社が実質的に支払停止，支払不能状態にあったなどという認識もなかった。 

  （原告の主張） 

  被告ルックナゥは，被告グラフグループパブリッシング及びグラフ社が任意整理又は会社清算

手続を行うほどの経済的苦境にあること，両社の債権者から被告ルックナゥが訴えを提起される

可能性があることを認識していたのであるから，本件事業譲渡当時，被告グラフグループパブリ

ッシングが支払停止又は支払不能状態であったことはもとより，本件事業譲渡が詐害行為として

取り消される又は否認される可能性があることを理解していたというほかない。 

  したがって，被告ルックナゥは本件事業譲渡につき詐害意思があった。 

    (3)  被告グラフグループパブリッシングから逸出した財産の価額 

  （原告の主張） 

  一般に営業権（商圏，商権，暖簾）には資産性があり相応の価値があること，被告グラフグル

ープパブリッシングは取次会社に対して少なくとも１億２０００万円から１億３０００万円の売

掛債権を有していたこと，被告ルックナゥも被告グラフグループパブリッシングが上記売掛債権

を有していることを知悉していたことからすれば，本件事業譲渡の対象たる被告グラフグループ

パブリッシングの事業の価値は４０００万円を下らない。 

  （被告ルックナゥの主張） 

  原告は，本件事業譲渡によって被告グラフグループパブリッシングから被告ルックナゥに移転

した被告グラフグループパブリッシングの責任財産の具体的内容を特定していない。 

  グラフ社から被告グラフグループパブリッシングへの事業譲渡後も，グラフ社の従業員は同社

との間で雇用契約を継続し，同社から給与を受け，全く変わりなく業務を継続していたのであっ

て，事業の全部が被告グラフグループパブリッシングに譲渡されたとの事実はなく，グラフ社に

事業が残存していた。 

  グラフ社の従業員が行っていた業務内容は，本件事業譲渡後は，被告ルックナゥに移籍した従

業員によって継続されている。 

  このように本件事業譲渡の事業資産には，原告の債権の引き当てとならないグラフ社固有の事

業が含まれているから，被告グラフグループパブリッシングの事業が占める割合ないしその価値

は不明である。 

  そのため，本件事業譲渡に関して価額賠償金が支払われるべきことになったと仮定してみても，

そのうちいくらが被告グラフグループパブリッシング分として割り当てられるべきことになるの

かは不明である。 

    (4)  被告ルックナゥの法人格否認 

  （原告の主張） 

  被告グラフグループパブリッシング及び被告ルックナゥは，いずれもＢの主導によって設立さ

れた会社であり，本件事業譲渡もＢの主導によるものであり，被告ルックナゥはＢの支配下にあ



る。 

  また，被告ルックナゥは，平成２４年１月１３日に設立され，同年２月６日には「株式会社グ

ラフ新社」という商号から現在の商号に改めた上で同年３月１９日には手際よく本件事業譲渡が

なされていること，本件事業譲渡がなされる前は企業としての独自性や財政的基盤は全くないこ

と，従業員及び商圏は被告グラフグループパブリッシング及びグラフ社からそのまま承継され，

同社らの事業と全く変わらない営業を続けていること，両社の本店所在地が極めて近接している

ことからすれば，被告ルックナゥは被告グラフグループパブリッシングと実質的に同一の会社で

ある。 

  そして，上記経緯からすれば，被告ルックナゥは，被告グラフグループパブリッシング及びグ

ラフ社が原告その他の債権者に対して負担する債務を免脱する目的で，法人格を濫用して設立さ

れたものである。 

  （被告ルックナゥの主張） 

  被告ルックナゥの設立日，同社が商号を変更していること，同社が従業員及び商圏を被告グラ

フグループパブリッシングないしグラフ社から承継して営業していること及び被告ルックナゥの

本店所在地が被告グラフグループパブリッシングのそれと近接していることは認め，その余は否

認ないし争う。 

  被告ルックナゥは，本件事業譲渡の受皿会社としてＣによって設立された会社であり，同社の

オーナーはＣである。 

  被告ルックナゥが本件事業譲渡のための受皿会社であることは何ら問題となり得ず，被告ルッ

クナゥの法人格は濫用にかかるものではない。 

第３  当裁判所の判断 

 １  認定事実 

  証拠（各項に掲記した各証拠，乙２０，証人Ｅ（以下「Ｅ」という。），被告グラフグループ

パブリッシング代表者）及び弁論の全趣旨を総合すると，以下の事実が認められる。 

    (1)  グラフ社は，昭和３３年１２月４日に書籍，雑誌等の出版及び販売等を目的として設

立された株式会社であるが，平成１７年１０月当時，２０億円以上の借金を抱えて経営が行き詰

まっており，この状況を打開するためにＢを会社経営者として迎え入れた（甲１１，乙２０，証

人Ｅ，被告グラフグループパブリッシング代表者，弁論の全趣旨）。 

    (2)  Ｂは，グラフ社の事業を実質的に存続させるために，平成２２年１１月１２日に書籍，

雑誌等の出版及び販売等を業とする株式会社として被告グラフグループパブリッシングを設立し，

その本店をグラフ社の当時の事務所（渋谷区ａ町２番１号４Ｆ）と同一の場所に置いた上，平成

２３年２月２８日にグラフ社の事業を譲り受けさせた。 

  しかしながら，上記営業譲渡後も，グラフ社の従業員は被告グラフグループパブリッシングへ

雇用契約を切り替えることなく，グラフ社にそのまま残って書籍の編集及び製作作業に従事し，

グラフ社から給与の支給を受け，社会保険等もグラフ社で加入していた。 

  他方，被告グラフグループパブリッシングは，対外的に書籍の印刷を発注したり，グラフ社か

ら承継した本件出版取次口座を利用して取次各社を通じて書籍を発売したりする役割を担いなが

ら，グラフ社に編集及び製作作業を発注し，それらの作業代金を支払っていた。 

  上記営業譲渡後も，経理はグラフ社でのみ行い，被告グラフグループパブリッシングが販売し

た書籍の売上はそのままグラフ社の売上としても計上しており，被告グラフグループパブリッシ

ングには利益が残らないような仕組みになっていた。 

  （甲１２，１５，２０，２６，乙９，２０，証人Ｅ，被告グラフグループパブリッシング代表

者，弁論の全趣旨） 

    (3)  中央精版は，印刷業及び製本業を営む株式会社であり，Ｃは平成２０年以前から同社

取締役を務めていた（甲１４，弁論の全趣旨）。 

  中央精版は，グラフ社から継続的に印刷業務を受注していたが，多額の未払代金が発生してい

たことから，平成２２年４月２８日，グラフ社との間で，同社の出版物を取り次いでいた取次各

社に対し同日から平成２４年１２月３１日までに発生する売掛債権に譲渡担保（以下「本件集合

債権譲渡担保①」という。）の設定を受け，平成２２年４月３０日，動産及び債権の譲渡の対抗

要件に関する民法の特例等に関する法律（以下「動産債権譲渡特例法」という。）に基づく債権

譲渡登記を具備した（乙１の２，５，５の２ないし５の７，６，６の２ないし６の７，６の８の



１ないし６の８の７，被告グラフグループパブリッシング代表者，弁論の全趣旨）。 

    (4)  平成２３年６月５日，グラフ社の手形が不渡りになった（乙１の１，被告グラフグル

ープパブリッシング代表者）。 

    (5)  中央精版は，グラフ社から被告グラフグループパブリッシングに対し事業譲渡がされ

ていることを知って，被告グラフグループパブリッシングにも取次各社に対する売掛債権への譲

渡担保の設定を要請し，平成２３年６月１７日，同被告との間で，取次各社との間の平成２２年

１１月１８日から平成２４年１２月３１日までに発生する売掛債権に対する譲渡担保（以下「本

件集合債権譲渡担保②」という。）の設定を受け，平成２３年６月２０日，動産債権譲渡特例法

に基づく債権譲渡登記を具備した（乙２１の１ないし７，２２の１ないし７，２４の１ないし７，

弁論の全趣旨）。 

    (6)  原告は，被告グラフグループパブリッシングとの間で，平成２３年７月２５日，新刊

書籍「○○○」５０００部の印刷を代金１２０万９４４３円で請け負い，その印刷を完成させ，同

年８月４日及び同年９月２７日に印刷物を同被告の指定する納品先に引き渡し，同被告は同月末

日までに上記代金を支払うことを約した（甲１，２の１・２，３の１・２，６，７，２５，被告

グラフグループパブリッシング代表者）。 

    (7)  原告は，被告グラフグループパブリッシングとの間で，平成２３年８月１６日，新刊

書籍「△△△」１万３０００部の印刷を代金３６０万０４５８円で請け負い，その印刷を完成させ，

同月２５日，印刷物を同被告の指定する納品先に引き渡し，同被告は同年９月末日までに上記代

金を支払うことを約した（甲４，５の１ないし１０，６，７，２５，被告グラフグループパブリ

ッシング代表者）。 

    (8)  被告グラフグループパブリッシングにおいては，平成２３年６月１日にＢが代表取締

役を辞任し，Ｆが代表取締役に就任したものの，Ｂが上記Ｆ等の同社の役員及び株主の了解を得

て，平成２４年１月１３日，同社の清算処理のために代表取締役に復帰した（甲８，１０，１２，

２６）。 

  Ｃは，Ｂから，被告グラフグループパブリッシング及びグラフ社の事業を他社に承継させるた

めの相談を受けるとともに，グラフ社の従業員であったＥからも事業継続のための支援を懇請さ

れていたところ，同社らの受皿会社を設立して同社らの事業（負債を除く。）及び従業員を承継

することを決意し，平成２４年１月１３日に出版業を目的とする被告ルックナゥ（当時の商号は

「グラフ新社」。本店所在地は，東京都渋谷区ａ町２番まで，被告グラフグループパブリッシン

グと同じ。）を設立しその代表取締役に就任した（甲１３，証人Ｅ，被告グラフグループパブリ

ッシング代表者，弁論の全趣旨）。 

    (9)  被告ルックナゥは，本件事業譲渡契約を締結するに当たり，平成２４年２月２３日頃，

株式会社国土工営及びｂ税理士事務所に対し，本件出版取次口座の資産価値の評価を依頼し，２

００万円との算定結果を得ていた（乙１の１・２）。 

  被告グラフグループパブリッシング及びグラフ社は，本件事業譲渡契約締結に先立つ平成２４

年２月２９日，それぞれ臨時株主総会を開催し，本件事業譲渡契約締結を承認する旨の決議をし

た（乙３の１・２）。 

    (10)  被告グラフグループパブリッシング及びグラフ社は，被告ルックナゥに対し，平成２

４年３月１９日，被告グラフグループパブリッシング及びグラフ社の下記事業資産を内容とする

事業を同月３０日をもって本件譲渡代金４０００万円で譲渡する旨の本件事業譲渡契約を締結し

た。なお，被告グラフグループパブリッシングとグラフ社は，本件譲渡代金によって任意整理を

行うことを予定しており，本件事業譲渡契約において，被告ルックナゥに対し，本件譲渡代金を

債権者への弁済に充てることを誓約していた。（甲９，被告グラフグループパブリッシング代表

者，弁論の全趣旨） 

    記 

    ア 被告グラフグループパブリッシング及びグラフ社の出版物を取り次ぎ販売する取次各

社において同被告及びグラフ社が有する本件出版取次口座 

    イ 著作権（出版版権権利） 

    ウ 書籍・雑誌等の流通在庫 

    エ 暖簾 

    (11)  その頃，Ｂは，被告グラフグループパブリッシング及びグラフ社を代表して，Ｄ弁護



士に対し，両社の債務整理を委任した（乙４，被告グラフグループパブリッシング代表者，弁論

の全趣旨）。 

    (12)  Ｄ弁護士は，平成２４年３月２８日頃，グラフ社の債権者らに対し債務整理の受任通

知を送付した（乙４，被告グラフグループパブリッシング代表者）。 

    (13)  被告ルックナゥは，平成２４年３月３０日以降，本件事業譲渡契約に基づき，被告グ

ラフグループパブリッシング及びグラフ社の商圏，本件出版取次口座及び従業員のうち退職しな

かった者を引き継いで，両社の出版事業を続けながら，新たな書籍も発行した（甲２１ないし２

３，乙１１，１２，１４，１５，２０，証人Ｅ，被告グラフグループパブリッシング代表者，弁

論の全趣旨）。 

    (14)  被告ルックナゥは，平成２４年４月６日，Ｄ弁護士の指定した「株式会社グラフ社整

理事務所弁護士Ｄ」名義の銀行口座に本件譲渡代金４０００万円を振り込んだ（甲１７の１，乙

２の１ないし３）。 

    (15)  Ｄ弁護士は，本件譲渡代金から，本件営業譲渡までグラフ社に勤務していた従業員ら

に対する未払給与を支払ったほか，中央精版に対し，平成２４年４月６日，グラフ社の債務の弁

済として２６１万６２００円を支払った（甲１７の１，乙８，被告グラフグループパブリッシン

グ代表者）。 

    (16)  Ｄ弁護士は，平成２４年４月２５日付けでグラフ社から，同月２７日付けで被告グラ

フグループパブリッシングから，それぞれ任意整理の任務を解任された（甲１７の１，被告グラ

フグループパブリッシング代表者）。 

  そのため，Ｄ弁護士は，本件譲渡代金から，上記(15)の各支払のほかに自らに対する報酬を控

除した残額約一千数百万円を後任の弁護士に引き継いだ（被告グラフグループパブリッシング代

表者）。 

    (17)  本件事業譲渡当時に被告グラフグループパブリッシングの債権者であった原告及び株

式会社通販工房に対しては，本件譲渡代金からの弁済はなされなかった（被告グラフグループパ

ブリッシング代表者，弁論の全趣旨）。 

 ２  争点(1)（本件事業譲渡の詐害行為性）について 

    (1)  上記認定事実に基づき，本件事業譲渡が詐害行為に当たるか否かについて検討する。 

    ア まず，原告は，本件事業譲渡の対象に，被告グラフグループパブリッシングの取次会

社に対する売掛債権が含まれていた旨主張していることから，この点について検討する。 

  被告グラフグループパブリッシング代表者は，その本人尋問において，被告グラフグループパ

ブリッシングが，本件事業譲渡当時，取次会社に対して２億５０００万円程度の売掛債権を有し

ていたこと，上記売掛債権は本件事業譲渡によって被告ルックナゥに譲渡されたことを供述する

が，上記売掛債権の存在についてはこれを的確に裏付ける証拠がなく，また，仮に存在していた

としても，被告グラフグループパブリッシングの取次会社に対する売掛債権一般につき中央精版

のための譲渡担保が設定されており，その旨の対第三者対抗要件も具備されていたこと，上記売

掛債権は，本件事業譲渡に関する契約書において，本件事業譲渡の対象となる事業資産として掲

げられていないことなどの客観的事実に照らし，上記供述部分は不自然不合理であって直ちに信

用できず，他に，原告の主張する上記事実を認めるに足りる証拠はない。 

  そうすると，本件事業譲渡の対象には上記売掛債権は含まれておらず，その対象となる財産は，

本件事業譲渡の契約書に掲げられている被告グラフグループパブリッシングが取次各社において

有する本件出版取次口座，著作権（出版版権権利），流通在庫及び暖簾に尽きるのであって，こ

れを前提に本件譲渡代金が相当であるか否かを判断するのが相当である。 

    イ そこで次に，本件譲渡代金が相当であるか否かについて検討する。 

  上記認定事実によれば，グラフ社は平成２３年６月に手形の不渡りを出していた上に，取次各

社に対する売掛債権について本件集合債権譲渡担保①が設定されていたことに照らすと，本件事

業譲渡当時には取次各社に対する対外的な信用が損なわれていたものと推認できること，また，

被告グラフグループパブリッシングは，グラフ社の本件出版取次口座を承継してグラフ社の出版

業務の対外的な窓口となっていたに過ぎない上に，「グラフグループ」という名称をその商号に

含んでおり，グラフ社の関連会社であることを表示していることに照らしても，取次各社との関

係でグラフ社を超える経済的信用を持ち得なかったものと推認できる。 

  そうすると，被告ルックナゥが本件出版取次口座を承継することによって得られる利益として



は，上記承継によって免れることができる支出，すなわち，①取次各社との間で新たな出版取次

口座を開設する手続に要する費用及び②出版取次口座を開設するまでに通常要する期間に他社の

出版取次口座を利用する場合に当該他社に支払うべき利用料の合計額に相当するものと考えられ

る。 

  これらの金額に関し，株式会社国土工営及びｂ税理士事務所が作成した資産評価算定書（乙１

の１）は，上記①の手続コストを５０万円と見積もり，上記②の出版取次口座利用料については，

出版取次口座の新規開設に要する期間を９か月間，その間の売上高を７５００万円，他社の出版

取次口座を利用する場合の料率を売上高の２パーセントと想定した上で１５０万円と見積もり，

その合計額２００万円をもって本件出版取次口座の評価額と算定しているところ，この評価は，

上記説示したところに照らして特段不自然不合理な点はなく，これを覆すに足りる的確な証拠も

ないことからすると，信用することができる。 

  また，被告グラフグループパブリッシング及びグラフ社の著作権（出版版権権利），流通在庫

及び暖簾の価値の合算額が３８００万円を超えることを認めるに足りる証拠はなく，そうすると，

本件事業譲渡の対象である事業資産は多くとも４０００万円にとどまるものというべきである。 

  したがって，本件譲渡代金は相当であると認められる。 

    ウ 次に，本件譲渡代金が債務弁済など有用の資に充てられたといえるか否かについて検

討する。 

  上記認定事実によれば，本件譲渡代金は被告グラフグループパブリッシング及びグラフ社の債

務整理の原資に充てる目的で支払われているところ，債権者間の平等が徹底されている破産手続

と異なり，一部の債権者に本旨弁済をすることは，既存の義務の履行である以上，原則として詐

害行為とはならないこと（最高裁昭和３３年９月２６日第二小法廷判決・民集１２巻１３号３０

２２頁参照）に照らすと，債権者の一人である原告が本件譲渡代金から弁済を受けていないとい

うことをもって，直ちに本件事業譲渡の対価が有用の資に充てられたという事実を否定すること

はできないものというべきである。 

  そして，上記認定事実によれば，被告グラフグループパブリッシングは，グラフ社の代表者で

あるＢによって，多額の借金を抱えて対外的な信用を損なっていたグラフ社の事業を継続するた

めに設立され，グラフ社の事務所に本店が置かれた上，グラフ社の事業のうち対外的な印刷の発

注と取次各社を通じて書籍を発売する役割を担うために同社の事業の一部を譲り受けたものの従

業員の雇用関係を承継することはなく，経理上も被告グラフグループパブリッシングの売上をそ

のままグラフ社にも計上するなど，元来グラフ社という一つの会社が営んでいた事業の一部を形

式的に分担しながら両社で一つの事業を営んでいる状況にあったことに照らせば，両社は実質的

に一体の会社として存在していたことが認められる。そうすると，たとえ本件譲渡代金から被告

グラフグループパブリッシングの債権者である原告及び株式会社通販工房に対して弁済がなされ

なかったからといって，そのことをもって直ちに本件譲渡代金が有用の資に充てられなかったと

評価することはできず，上記認定事実のとおり，本件譲渡代金からグラフ社の従業員の未払給与

のほか，同社の債権者に対する弁済及び任意整理の任務を中途まで遂行した弁護士に対する報酬

として支払われたことに鑑みると，本件譲渡代金は有用の資に充てられたものということができ

る。 

  なお，上記認定事実のとおり，被告ルックナゥ代表者であるＣが取締役を務める中央精版が本

件譲渡代金から２６１万６２００円の弁済を受けているところ，その額は同社がグラフ社に対し

て有する債権額に比べると約１パーセント程度の低い割合でしかなかく，本件譲渡代金の使途に

占める割合も約６．５パーセントに過ぎないこと（乙１の１，被告グラフグループパブリッシン

グ代表者）や本件譲渡代金のうちの相当額が従業員に対する未払給与の支払いに充てられたこと，

Ｃが経営難に陥っていたグラフ社及び被告グラフグループパブリッシングの代表者を兼任してい

たＢやグラフ社の従業員であったＥらの事業承継に関する依頼を受けて，その受皿会社として被

告ルックナゥを設立して本件事業譲渡契約を締結したこと，本件事業譲渡契約上，本件譲渡代金

は被告グラフグループパブリッシング及びグラフ社の債権者に対する弁済に充てることが義務づ

けられていたことなどの諸事実に鑑みると，中央精版が自らの債権回収のために本件事業譲渡を

行ったものということはできない。 

    (2)  以上によれば，本件事業譲渡は詐害行為に当たらないものというべきである。 

  そうすると，争点(2)及び(3)について判断するまでもなく，原告の被告ルックナゥに対する主



位的請求は理由がない。 

 ３  争点(4)（被告ルックナゥの法人格否認）について 

    (1)  原告は，被告グラフグループパブリッシング及び被告ルックナゥは，いずれもＢの主

導によって設立された会社であり，本件事業譲渡もＢの主導によるものであり，被告ルックナゥ

はＢの支配下にある旨主張するところ，上記認定事実によれば，本件事業譲渡は，経営が行き詰

まったグラフ社及び被告グラフグループパブリッシングの事業の継続を希望するＢその他の両社

の役員・従業員からの要請に応じる形で，Ｃが出資して，両社の事業を引き継ぐための受皿会社

として被告ルックナゥを設立してその代表者に就任しているのであって，このような設立経緯及

びＢは被告ルックナゥの株主でも役員でもないこと（甲１３，乙１０，１１，被告グラフグルー

プパブリッシング代表者）に照らすと，被告ルックナゥがＢの主導によって設立され，Ｂの支配

下にある会社であると認めることはできない。 

    (2)  また，上記認定した被告ルックナゥの設立経緯や本件事業譲渡の目的に鑑みれば，被

告ルックナゥが本件事業譲渡の直前の平成２４年１月１３日に設立され，その当時の商号が「株

式会社グラフ新社」であったこと，従業員及び商圏を被告グラフグループパブリッシング及びグ

ラフ社からそのまま承継され，両社の事業と全く変わらない営業を続けていること，両社の本店

所在地が近接していることなどの諸事実は，本件事業譲渡契約における所期の効果やその実効性

を高めるための方策に過ぎないのであって，被告ルックナゥが被告グラフグループパブリッシン

グと実質的に別法人であることと矛盾するようなものではなく，特段，被告グラフグループパブ

リッシングによる法人格の濫用を基礎づけるものであると認めることはできない。 

    (3)  そして，原告の主張する，被告グラフグループパブリッシング及びグラフ社が原告そ

の他の債権者に対する債務を免脱する目的で法人格を濫用して被告ルックナゥを設立したとの事

実を認めるに足りる的確な証拠はなく，原告の上記主張を採用することはできない。 

    (4)  したがって，原告の被告ルックナゥに対する予備的請求は理由がない。 

 ４  結論 

  上記１の認定事実によれば，原告の被告グラフグループパブリッシングに対する請求は理由が

あるからこれを認容する。 

  また，上記１ないし３で認定説示したところによれば，被告ルックナゥに対する主位的請求及

び予備的請求はいずれも理由がないからこれを棄却する。 

  よって，主文のとおり判決する。 

  （裁判官 大嶋洋志） 

 
  

 

 


